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政治の 3 原則「冷静」「的確」「迅速」－政治の三原則から大きく離脱しているの

が日本政府の新型コロナウィルスへの対応です。  

 

コロナ禍は日本社会の隅々にまで影響を、およぼしています。文明の転換期ですね？

コロナ後の世界を、これまでより良いものにしていくために市民社会の力量が問わ

れています。コロナ終息に成功しているニュージーランドの背景には政治リーダー

のリーダーシップがすばらしいことが挙げられます。首相のアーダーンの支持率は

なんと 90%です。市民社会に民主主義が根付いていることが大きい要因です。  

さて、 TV や新聞では毎日毎日コロナ禍のニュースラッシュですが、 TV や新聞には

出ていない視点で、コロナ禍を描いてみようと思いました。今外食産業はセーフテ

ィネットなしの自粛を強いられて大ピンチが伝えられています。首都圏の漁師さん

を訪ねルポしてみました。添付の『週間金曜日』5 月 1 日号に書きましたので、是

非お読みください。  

〇 滋賀県庁の沖野宏文さん（当センター正会員）からの自治体現場情報も掲載しました。（4月 18日記） 

☆呑みボラ気仙沼編に参加しませんか？☆ 

呑んでボランティア“呑みボラ”に、ご協力ください。お申し込みは直接男山本店まで。 

世古が懇意にしている気仙沼の酒蔵、男山本店さん。主要銘柄は「蒼天伝」。2011年 3.11東日本大震災から

ようやく立ち直ったところにコロナ騒ぎで飲食店からの、注文が止まり困っている。そこで呑みボラ気仙沼編を

実施することにしました。お酒を申し込んでくれた人と蔵元さんにも入ってもらって zoom飲み会もやりますよ！ 

とびきり美味しい日本酒すっきり、どんな料理にも、合うお酒です。目標は 200人。呑みボラとは呑んでボラ 

ティアの略です。カタログと申込書は添付しました。                             

 

   〒 988－0083 宮城県気仙沼市入沢 3－8  

  ☎ 0226－24－8088 FAX 0226－22－3037 http://www.kesennuma.co.jp 
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☆会員の沖野さんからのコロナの自治体現場情報です  

沖野さんの了解を、得ましたので会員で共有させていただきたいとおもいます。世古一穂 

滋賀県庁の沖野です。 

 ご無沙汰しております。 

 現在、難病に関する仕事をしており、今年で 6年目になります。 

 最近、コロナウィルス対応についてメールをいただいておりますので、医療行政に関わる立場から現状をお伝

えいたしたく、メールしました。私の職務は、4名の係員（事務 1人、保健師 3人）の総括であり、係業務とし

て、平時は難病/小児慢性特定疾病の医療費助成の受給者証交付、難病や医療的ケア児の医療提供体制の構築、

難病・医療的ケア児に関わる保健所保健師への支援などを行っています。 

 都道府県により保健所の体制は違いますが、滋賀県の場合、保健所では難病・小児慢性、感染症対策、精神疾

患を一つの係で行っています。 平時はこれで仕事が回りますが、今回のようにコロナウィルスが発生した場合、

患者本人の状況把握だけでなく（場合により感染症指定病院への搬送も）、濃厚接触者への聞き取り・健康観察

があり、濃厚接触者の PCR検査が陽性だとさらに聞き取り対象者が増えてきます。 

このため、4月以降、保健所保健師だけでは足りず、私の係の保健師も断続的に保健所へ応援に行っています。 

また、2月から帰国者・接触者相談センターが県庁と保健所に設置されましたが県庁では人手が足りず、保健師

などの専門職に加え、私のような事務職も交代で電話対応にあたっています。相談センターでは一般の方の相談

に加え、開業医からの相談も多く受けています。PCR検査を受けたい旨の相談、会社から電話するよう言われた

との相談が比較的多いと感じていますが、PCR検査の能力には限界があり全ての要望には応じきれていない現状

があります。 

 すでに報道されていますが、受入病床はすでに限界に達しており、滋賀県では、ホテルでの受け入れ準備や自

宅待機者の健康観察の準備を行っています。先日、神経内科がご専門の大学病院の先生に伺ったところ、人工呼

吸器装着者がコロナウィルスに感染するとたちまち生命に危険が及ぶとのこと。この先生は ALS（筋萎縮性側索

硬化症）の患者も診ておられますが、医療崩壊になると、このような患者がトリアージされてしまうのではない

か、と危機感を持っておられます。 

 また、近年、毎年のように台風などの災害が発生していますが、コロナウィルスのピークが 8月と言われてい

る中で災害が発生した場合の対応について、今から考えておく必要があります。 

 担当保健師と問題意識は共有していますが、行政としてできることに限界があり、非常に悩ましいです。 

保健所はそもそも公衆衛生を担う医療機関であり、所長は原則として公衆衛生医なのですが、所長のなり手が不

足しています。また、保健師（PHN: Public Health Nurse)は看護師資格を持ち、公衆衛生の単位を取得して国

家資格を持った方たちなのですが、やはり不足しています。平時には感染症対策があまり重視されていないよう

にも感じており、今回の対応につながっていると思います。すでに保健所の担当は疲弊しており、応援にいった

職員からは限界だと聞いています。年度途中の人事配置で事務職員の増員はされましたが、保健師の人数には限

りがあります。他の自治体も同じような状況ではないでしょうか。 

できることには限界がありますが、保健師を始め、現場の行政職員の取組について少しでも知っていただければ

幸いです。 

今は、保健師と行政事務への橋渡しや医療連携の仕事に取り組んでますが、協働コーディネータ・ファシリテー

ター養成養成講座を受講した経験が役に立っていると感じています。（4月 18日記） 


